
逗子市地域公共交通活性化協議会条例施行規則 

逗子市規則第 30 号 

令和６年 12 月 17 日 

（趣旨） 

第１条 この規則は、逗子市地域公共交通活性化協議会条例（令和６年逗子市条例第 23

号。以下「条例」という。）第９条の規定に基づき、逗子市地域公共交通活性化協議会

（以下「交通協議会」という。）の運営について必要な事項を定めるものとする。 

（代理出席） 

第２条 条例第３条第２項に規定する委員のうち市長は、地域公共交通施策に関するこ

とを担当する部長を代理人に選任することができる。 

２ 条例第３条第２項各号（第４号及び第８号を除く。）に掲げる委員が、事故等により

会議に出席できない場合は、会長に届け出ることにより、同一の団体又は機関に属す

る者を代理人に選任することができる。 

３ 前２項の場合において、会長は、当該代理人を交通協議会の会議に出席し、議事に

参加させることができる。 

４ 前３項の規定は、条例第６条第１項に規定する部会の委員について準用する。  

（委任） 

第３条 この規則に定めるもののほか、交通協議会の運営について必要な事項は、会長

が定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 


